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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転部材に押圧部材を押圧して前記回転部材の回転を制動するブレーキ装置であって、
　前記押圧部材を押圧する方向に移動可能なピストンと、
　電源の供給により前記ピストンを移動させるモータと、
　該モータに流れる電流を検出する電流検出部と、
　前記ピストンが移動を開始してから前記押圧部材を押圧開始するまでの間に前記モータ
に流れる空走電流と、前記モータへの電流の供給を停止するときの基準となるモータ停止
電流との対応関係を記憶した記憶部と、
　前記空走電流を用いて前記記憶部を参照することにより前記モータ停止電流を設定する
モータ停止電流設定部と、
　前記モータに流れる電流が前記モータ停止電流に到達することに応じて前記モータへの
電流の供給を停止する制御部と、を備え、
　前記記憶部には、前記空走電流が小さいときの方が大きいときよりも、前記空走電流に
対する前記モータ停止電流の変化率が小さくなるように対応関係が設定されている
　ことを特徴とするブレーキ装置。
【請求項２】
　前記記憶部では、前記空走電流が小さい範囲では、前記空走電流が増えるほど、モータ
停止電流が小さくなり、前記空走電流が大きい範囲では、前記空走電流が増えるほど、モ
ータ停止電流が大きくなるように対応関係が設定されていることを特徴とする請求項１に
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記載のブレーキ装置。
【請求項３】
　前記記憶部では、前記空走電流が大きい範囲では、前記空走電流の増加分に対するモー
タ停止電流の増加分が大きくなるように対応関係が設定されていることを特徴とする請求
項２に記載のブレーキ装置。
【請求項４】
　前記記憶部では、前記対応関係が前記モータの温度と減速機の温度に基づいて設定され
ていることを特徴とする請求項３に記載のブレーキ装置。
【請求項５】
　前記モータの温度は、前記モータに流れる電流に基づいて推定されることを特徴とする
請求項４に記載のブレーキ装置。
【請求項６】
　前記記憶部は、前記モータの電圧と前記モータ停止電流とを対応付けたマップを記憶し
ており、
　前記制御部は、前記マップを参照して前記モータ停止電流を設定することを特徴とする
請求項１から請求項５のいずれか一項に記載のブレーキ装置。
【請求項７】
　車輪と共に回転するロータを押圧することにより車両に制動力を与える押圧部材と、
　前記押圧部材を、前記ロータに向けて、又は、前記ロータから遠ざかる方向に移動させ
るピストンと、
　電流が供給されることにより前記ピストンを移動させるモータと、
　前記モータの動力を前記ピストンに伝達する減速機と、
　前記モータを駆動開始した直後に流れる突入電流が収束した後に流れる前記空走電流を
検知する検知部と、
　前記モータを駆動することにより前記車両に制動力を発生させた後、前記モータを駆動
するモータ電流が目標値を超過した時間が、所定時間経過したと判断されると、前記モー
タを停止する制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記モータのトルク定数の変化と前記減速機の抵抗の変化に基づいて、
前記目標値を設定する、ブレーキ装置。
【請求項８】
　車輪と共に回転するロータを押圧することにより車両に制動力を与える押圧部材と、
　前記押圧部材を、前記ロータに向けて、又は、前記ロータから遠ざかる方向に移動させ
るピストンと、
　電流が供給されることにより前記ピストンを移動させるモータと、
　前記モータを駆動開始した直後に流れる突入電流が収束した後に流れる前記空走電流を
検知する検知部と、
　前記モータに流れる電流に基づいて当該モータの温度を推定する温度推定部と、
　前記モータを駆動することにより前記車両に制動力を発生させた後、前記押圧部材の前
記ロータに対する押圧力が前記モータの駆動を停止させる目標値に達することを終了条件
として前記モータを停止する制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記空走電流が大きいほど前記目標値を大きくするように設定する、ブ
レーキ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両の制動に用いられるブレーキ装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、ブレーキ装置としてモータの回転によりブレーキパッドやドラムシュー等の
押圧部材をロータやブレーキドラム等の回転部材に押圧して制動する電動ブレーキが提案
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されている。電動ブレーキでは、必要な制動力に対して、できるだけ過剰な制動力となら
ないようにしたいという要求がある。
【０００３】
　特許文献１には、低温下ではアクチュエータの負荷が増加し、設定電流値に対応する電
流を供給しても所定の制動力が得られないため、雰囲気温度を検出し、それに比例して設
定電流値を変更させる旨が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－５６０９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、高温下ではトルク定数が小さくなるので、雰囲気温度に比例して設定電流値を
変更するだけでは、所定の制動力が得られないおそれがある。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、温度の変化時にも適切な制動力を発生させることができる電
動ブレーキを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため、例えば特許請求の範囲に記載の構成を採用する。本発明は上
記課題を解決する手段を複数含んでいるが、その一例を挙げるならば、本発明のブレーキ
装置は、回転部材に押圧部材を押圧して前記回転部材の回転を制動するブレーキ装置であ
って、前記押圧部材を押圧する方向に移動可能なピストンと、電源の供給により前記ピス
トンを移動させるモータと、該モータに流れる電流を検出する電流検出部と、前記ピスト
ンが移動を開始してから前記押圧部材を押圧開始するまでの間に前記モータに流れる空走
電流と、前記モータへの電流の供給を停止するときの基準となるモータ停止電流との対応
関係を記憶した記憶部と、前記空走電流を用いて前記記憶部を参照することにより前記モ
ータ停止電流を設定するモータ停止電流設定部と、前記モータに流れる電流が前記モータ
停止電流に到達することに応じて前記モータへの電流の供給を停止する制御部とを備え、
前記記憶部には、前記空走電流が小さいときの方が大きいときよりも、前記空走電流に対
する前記モータ停止電流の変化率が小さくなるように対応関係が設定されていることを特
徴としている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、温度の変化時にも適切な制動力を発生させることができる電動ブレー
キを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明が適用されるブレーキ装置の一例を示す構成図。
【図２】ブレーキ装置を備える車両の構成例を示す図。
【図３】ブレーキ装置のコントローラの構成例を示す図。
【図４】モータの制御処理を説明するフローチャート。
【図５】アプライ指令、制動力、モータ電流の時間波形を示す図。
【図６】モータ停止電流が一定の場合の温度とブレーキ推力の関係を示すグラフ。
【図７】空走電流とモータ停止電流及び温度との関係の一例を示すグラフ。
【図８】空走電流とモータ停止電流の関係の他の一例を示すグラフ。
【図９】空走電流の時間波形のモータ停止電流到達付近の拡大図。
【図１０】空走電流とモータ停止電流の関係を示すグラフ。
【図１１】空走電流とモータ停止電流の関係を示すグラフ。
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【図１２】空走電流とモータ停止電流の関係の他の一例を示すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明に係るブレーキ装置の実施例を、図面を用いて説明する。
【００１１】
＜実施例１＞
　まず、図１～図８を用いて、本発明に係るブレーキ装置の実施例１を説明する。図１は
本発明が適用されるブレーキ装置の一例を示す構成図、図２は、ブレーキ装置を備える車
両の構成例を示す図である。
【００１２】
　図２に示すように、本発明が適用されるブレーキ装置は、ディスクブレーキ装置１ａ、
１ｂ（１ａ、１ｂの構成は同一）であり、車両２１の左右の後輪部分に配設される。車両
２１は、運転者によって操作されるブレーキペダル２２と、ブレーキペダル２２の操作に
よって内部のピストンを移動させてブレーキフルードに圧力を発生させる真空倍力装置を
備えたマスタシリンダ２３と、圧力を伝達する配管２４ａ、２４ｂ、２４ｃと、前輪のデ
ィスクブレーキ装置２５ａ、２５ｂ（ａ、ｂの構成は、左右の違いのみで機構上は同一）
とを備える。なお、マスタシリンダ２３と各輪の配管２４の間には液圧を制御する横すべ
り防止装置等を行う液圧制御装置２７が配置される。
【００１３】
　後輪に配設されるディスクブレーキ装置１（ａ、ｂは、左右の違いのみで機構上は同一
構成なので以降ａ、ｂは省略）は、図１に示す、いわゆるフローティング型のキャリパで
あり、車輪と共に回転するディスクロータ（回転部材）２より車両２１内側に位置する車
両２１の非回転部に固定するための固定部とシリンダ４をディスクロータ２の軸方向へ移
動可能に支持するシリンダ支持部を有するキャリア３、ディスクロータ２の両側に配置さ
れた摩擦部材を有するブレーキパッド（押圧部材）５ａ、５ｂ、シリンダ４内に摺動可能
に設けられブレーキパッドを押圧するピストン６、ブレーキフルードが配管２４ｃから導
かれ内圧でピストン６を押圧する圧力室７、ピストン６を駆動するモータ８等から構成さ
れる。モータ８の出力軸は、減速機９と接続され、減速機９の出力軸１３が回転直動変換
機構１０に接続され、回転直動変換機構１０によりピストン６は直動方向に移動可能とな
る構成である。また、モータ８はコントローラ１１と電線１２によって接続される。モー
タ８の回転制御は、コントローラ１１によって行われる（制御部）。よって、ピストン６
は、圧力室７の圧力とモータ８の駆動力、ディスクロータ２からの反力で移動される。
【００１４】
　コントローラ１１は、図３に示すように、モータ８の駆動時の電流を検出する電流検出
部３３を備えている。コントローラ１１は、運転者によって操作される駐車ブレーキスイ
ッチ３５、加速度、車速等の各種センサ３６、液圧制御装置２７からの情報等、車両２１
の各部情報を取得するためのＣＡＮ３７に接続されており、各々の信号に応じてモータ８
への電源供給を制御する。また、必要に応じて警告灯等の報知手段３８が接続される。ま
た、センサ３６として電源を検出する電源センサや、モータの電圧を検出する電圧センサ
が含まれる。
【００１５】
　次に、ブレーキ装置１の動作について説明する。
【００１６】
　まず、ブレーキ装置１を常用ブレーキとして使用する場合の動作について説明する。運
転者がブレーキペダル２２を操作すると、マスタシリンダ２３によってブレーキフルード
の液圧が発生し、その液圧が配管２４を通して、圧力室７に通じていることから、この圧
力による力でピストン６を推進することで、ディスクロータ２にブレーキパッド５ａ、５
ｂを押圧する力が発生し、制動力が発生する。また、液圧制御装置２７等を備えたブレー
キ装置ではドライバのブレーキペダル２２の操作にかかわらず、液圧制御装置２７により
、必要な液圧が発生することが可能であり、同様に、発生した液圧により制動力が発生す
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る。
【００１７】
　次に、駐車ブレーキの動作について説明する。制動力発生は、ドライバの駐車ブレーキ
スイッチ３５のスイッチオン操作、あるいは、車両状態等を検出して、駐車ブレーキコン
トローラ１１からのモータ推力発生のアプライ指令４１に基づく。指令に基づきモータ８
が駆動し、モータ駆動力により、減速機９や回転直動変換機構１０等を介して、ピストン
６を駆動する力となり、図１に示すように、ピストン６がブレーキパッド５ｂと当接し、
またシリンダ４にはブレーキパッド５ａをディスクロータ２に押圧する方向に力が発生し
て、ディスクロータ２をブレーキパッド５ａ、５ｂで挟み込んで制動力が発生し、必要な
制動力となればモータ駆動を停止する。
【００１８】
　このときのフローチャートを図４に示す。まず、アプライ指令あり（Ｓ５１でＹＥＳ）
の判断でモータ駆動（Ｓ５２）が行われ、モータ電流４３がモータ停止電流４４（目標値
）を超過した場合、または超過後所定時間経過した（Ｓ５３でＹＥＳ）と判断されると、
モータ停止（Ｓ５４）となる。
【００１９】
　また、図５に、このときのアプライ指令４１、制動力４２、モータ電流４３の時間波形
を示す。アプライ指令４１が入力されると、モータ８が駆動し、ピストン６はブレーキパ
ッド５ｂに接近する方向に移動される。そして、回転直動変換機構１０とピストン６の間
の隙間等がなくなり、ブレーキパッド５ｂに当接するまでピストン６は空走する。このと
き、モータ８にかかる負荷は小さく、モータ電流４３は、ほぼ一定の低い値（空走電流４
５）を保つ。モータ電流は、モータの駆動を開始した直後に突入電流が流れてから収束し
、その収束してからピストン６がブレーキパッド５ｂに当接するまでの間、流れる電流が
空走電流４５となる。
【００２０】
　その後、ピストン６とブレーキパッド５ｂが当接するとピストン６の駆動力が上昇し、
それに伴い、ブレーキパッド５ｂがディスクロータ２を押圧する押圧力も上昇し、モータ
８への負荷が徐々に増加し、モータ電流が増加する。そして、モータ電流４３がモータ停
止電流４４に到達した後、所定時間Δｔ秒経過した場合にモータを停止させる。モータ停
止電流４４に到達してすぐに停止してもよい。
【００２１】
　また、図９に示すように、センサで検出された電流（検出電流４７）は、あるサンプリ
ング時間４８ごとに収集されることから、この検出電流４７がモータ停止電流４４を所定
回数（図９では３回）超過したところで、停止するとしてもよい。このような処理を行う
のは、実際のモータ電流は、機械損失、電源電圧の変動などで変動しているので、モータ
電流が確実にモータ停止電流４７を超過したか否かを判断するためである。例えば、所定
回数が３回の場合において、モータ停止電流４４以上の電流を１回サンプリングしても、
２回目でモータ停止電流４４未満の電流をサンプリングした場合は、カウントした回数を
リセットする。そして、モータ電流が３回連続してモータ停止電流４４を超過するまで処
理を繰り返す。
【００２２】
　次に、このモータ停止電流４４の決め方について説明する。まず、記憶部は、モータ電
流４３のうち、ピストン６がブレーキパッド５ｂに当接する前の空走電流４５を記憶する
。例えば、図５に示すように、アプライ指令４１の入力後、突入電流の発生するアプライ
後所定時間４６を無視して、その後の空走所定時間４７内のモータ電流の平均、あるいは
最小値、あるいはローパスフィルタ等でフィルタリング実施した結果を、空走電流４５と
して記憶する。
【００２３】
　そして、この空走電流４５を用いて記憶部を参照することによりモータ停止電流４４を
決める（モータ停止電流設定部）。記憶部は、コントローラ１１内に設けられている。記
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憶部には、ピストン６がブレーキパッド５ｂに当接するまでの間、モータ８に流れる空走
電流と、モータ８への電流の供給を停止するときの基準となるモータ停止電流との対応関
係が記憶されている。この空走電流４５とモータ停止電流４４の関係は、空走電流４５が
小さいときの方が大きいときよりも、空走電流に対するモータ停止電流の変化率が小さく
なるように設定されている。
【００２４】
　例えば図７（ａ）に示すように、空走電流４５が小さい範囲では、空走電流４５が増え
るほど、モータ停止電流４４が小さくなり、空走電流に対するモータ停止電流の変化率は
小さくなるように設定されている。一方、空走電流４５が大きい範囲では、空走電流４５
が増えるほど、モータ停止電流４４が大きくなり、空走電流に対するモータ停止電流の変
化率は大きくなるように設定されている。また、空走電流４５が大きくなるに応じて、空
走電流４５の増加分に対するモータ停止電流４４の増加分が大きくなる関係としてもよい
。また、空走電流４５とモータ停止電流４４の関係は、２次関数や、より高次の関数等の
関係やデジタル的な段階的な関係で表してもよい。図７（ａ）に示す空走電流とモータ停
止電流との対応関係は、図６に示すブレーキ推力とモータの温度との関係から求めること
ができる。
【００２５】
　モータ８で、モータ電流４３と制動力が比例すると考えれば、モータ停止電流４４を一
定値に決めておけば、必要な制動力に応じたモータ推力で停止することが可能となる。し
かし、実際のモータ推力には、制動力に使用される有効な推力以外に、空走時に必要な空
走推力が含まれる。また、モータ推力と電流の関係は、モータの巻線温度の影響等で温度
が高いほどトルク定数が小さくなる。このことから、モータ電流４３と制動力は一対一で
は対応しない。
【００２６】
　一方、空走電流４５は、減速機９で発生するグリスの粘性抵抗等抵抗力の影響を受ける
空走推力により変化し、空走推力が大きいほど空走電流４５は大きくなる。すなわち、粘
性抵抗は低温ほど大きいため、図７（ｂ）に示すように、低温ほど空走電流４５は大きく
、高温ほど小さくなる傾向にある。また、高温ほど、モータの巻線温度が上昇する影響で
、モータのトルク定数が低くなる傾向にあり、同じ電流でもモータ発生推力が小さくなる
傾向にある。
【００２７】
　したがって、図６に示すように、モータ停止電流を一定としたときのブレーキ推力（制
動力）は、低温から高温にかけて、低温では小さく、中間温度で最大となり、高温ではま
た低下する関係となる。制動力は、必要以上に大きいと、各部の強度を上げる必要があり
、コストが増え、またサイズを大きくする必要があり、できる限り必要最小限の値で一定
とすることが求められる。
【００２８】
　そこで、モータ停止電流と空走電流の関係を図７（ａ）に示すように設定し、温度が高
いところではモータ停止電流４４を高く、中間の温度ではモータ停止電流４４を低く、ま
たさらに高いところではモータ停止電流４４を高める。これにより、モータ停止電流４４
が一定値だった場合に、ばらつくブレーキ推力を温度変化に対してもほぼ一定に保つこと
が可能となる。
【００２９】
　なお、図８に示すように、空走電流４５が所定値以下の場合には、モータ停止電流４４
を一定としてもよい。空走電流４５は温度範囲の変化で特定の範囲しかとらないが、その
範囲外をセンサ誤差等により低く検知される場合がある。この際に、モータ停止電流４４
が極端に大きすぎる値となるのを防ぐことが可能である。空走電流４５が所定値以上の場
合も一定の値としてもよい。
【００３０】
　次に、制動力解除について説明する。制動力解除は、ドライバの駐車ブレーキスイッチ
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のスイッチオフ操作や、例えば、車両が走行開始を検知した場合の車両状態等を検出して
、モータ８にモータ推力解除指令が出され、それに基づき、ピストンが制動力発生時とは
逆方向に駆動されることで、パッドにかかる押圧力を解除し、制動力が解除される。
【００３１】
　以上のように本発明では、温度によるトルク定数の変化や、粘性の変化に応じて、モー
タ停止電流４４を変化させることで、制動力のばらつきを低減することが可能であり、コ
スト低減を図ることが可能となる。
【００３２】
　本発明に係るブレーキ装置によれば、低温で増える減速機のグリス等の粘性抵抗等の抵
抗力と、高温で低下する電動モータのトルク定数を考慮してモータ停止電流を設定するの
で、温度に影響を受けることなく、常に適切な制動力を発生させることができる。したが
って、低温、高温で必要制動力を確保しても、常温で過剰な制動力発生を抑えることがで
きるため、小型、低コスト、高信頼の構成とすることが可能となる。
【００３３】
　なお、上記した実施例１では、温度によるトルク定数の変化と、減速機のグリス等の粘
性の変化の両方を考慮することにより、モータ停止電流と空走電流との関係は、図７（ａ
）に示すような略Ｕ字状となっているが、例えば、低速で増える減速機のグリス等の粘性
抵抗のみを考慮した場合には、モータ停止電流と空走電流との関係は、図１２に示すよう
に、空走電流が小さい範囲では、空走電流に対するモータ停止電流の変化率は小さく、空
走電流が大きい範囲では、空走電流に対するモータ停止電流の変化率は大きくなるように
、変化率が二段階で大きくなるように設定してもよい。
【００３４】
＜実施例２＞
　次に、図１０を用いて本発明に係るブレーキ装置の実施例２について説明する。なお、
本実施例については、モータ停止電流４４の決め方のみ変更したものであるため、以下で
は、図１から図９のディスクブレーキ装置１のうち既に説明したものと同一の構成、機能
を有する部分については同一の符号を付すことにより、具体的な説明を省略する。
【００３５】
　図１０は、本実施例での空走電流４５とモータ停止電流４４の関係を示すものである。
図１０に示すように、電圧に応じて、空走電流４５とモータ停止電流４４の関係を変化さ
せる。図では３パターンの電圧マップを用意しているが、これらの間を所定の関数で補間
するようにしてもよい。
【００３６】
　これは、例えば前述のように、モータ電流４３がモータ停止電流４４を所定回数超過し
た場合にモータ８を停止する、とした場合、その所定回数経過する間にモータ電流４３が
増加し、モータ８が停止する際の実際の電流は、同じモータ停止電流４４でも変化してし
まう。その主要因としては、モータ８の回転速度が異なることにより、モータ電流４３の
増加の仕方が異なるためである。モータ８の回転速度はモータ電圧に依存し、電圧が高い
ほど速度は大きい。
　そこで、電圧ごとにマップを用意し、必要なモータ停止電流４４を異なるように設定す
る。すなわち、図１０に示すように、電圧の高いところではモータ停止電流４４を低くし
、電圧の低いところではモータ停止電流４４を高く設定するようにする。これにより、電
圧によらず、モータが停止する際の実際の電流が、必要な制動力となるところで停止する
。コントローラ１１への入力はモータ電圧としても、大きな差がないバッテリ電圧として
もよい。本実施例によれば電圧や温度によらず、ブレーキ装置１の過剰な推力を抑えるこ
とが可能である。
【００３７】
＜実施例３＞
　次に、図１１を用いて本発明に係るブレーキ装置の実施例３を説明する。
【００３８】
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　なお、本実施例については、モータ停止電流４４の決め方の部分のみ変更したものであ
るため、以下では、図１～図９のディスクブレーキ装置１のうち、既に説明したものと同
一の構成、機能を有する部分については同一の符号を付すことにより、具体的な説明を省
略する。
【００３９】
　図１１は、モータ停止電流４４の決め方を説明する図である。本実施例では、実施例２
の電圧による違いに加え、必要制動力によってもモータ停止電流４４を変化させている。
必要制動力は、道路の傾斜等によって変わる場合がある。このため、必要制動力ごとにこ
れらの関係を求めておくことで、各必要制動力に対して過剰な制動力を抑えられる。本実
施例によれば、電圧や温度によらず、かつ必要制動力ごとに過剰な制動力を抑えることが
可能となる。
【００４０】
　なお、上述では、実施例としてディスクブレーキの場合を例に説明したが、本発明のブ
レーキ装置は、ドラムブレーキに適用することも可能である。また、本発明のブレーキ装
置は、自動車等の車両に限定されるものではなく、制動力を発生させる必要があるもので
あれば用いることができる。
【００４１】
　上述のように、従来技術では、高温下においてトルク定数が小さくなることを考慮して
いないため、雰囲気温度に比例して設定電流値を変更するだけでは、所定の制動力が得ら
れないおそれがある。また、雰囲気温度を検出するためには、外気温や排気温度、あるい
は冷却水の水温等、温度を検出する手段が別個に必要であり、その分、コストがかかる。
更に、これらの別個の手段からアクチュエータの温度を推定する必要があり、その精度等
を考慮する必要があった。しかし、本実施例によれば、別途のセンサを設けることなく、
簡単な構造で、温度に影響を受けることなく、適切な制動力を発生可能な電動ブレーキを
提供することができる。
【００４２】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明は、前記の実施形態に限定される
ものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の精神を逸脱しない範囲で、種々の設
計変更を行うことができるものである。例えば、前記した実施の形態は本発明を分かりや
すく説明するために詳細に説明したものであり、必ずしも説明した全ての構成を備えるも
のに限定されるものではない。また、ある実施形態の構成の一部を他の実施形態の構成に
置き換えることが可能であり、また、ある実施形態の構成に他の実施形態の構成を加える
ことも可能である。さらに、各実施形態の構成の一部について、他の構成の追加・削除・
置換をすることが可能である。
【符号の説明】
【００４３】
１　ブレーキ装置（後輪ディスクブレーキ装置）
２　ディスクロータ（回転部材）
３　キャリア
４　シリンダ
５　パッド（押圧部材）
６　ピストン
７　圧力室
８　モータ
９　減速機
１０　回転直動機構
１１　コントローラ（制御部）
２１　車両
２２　ブレーキペダル
２３　マスタシリンダ
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【図１０】

【図１１】

【図１２】
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